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別表２

ロットの大きさ 検体採取のため 検体採取量 検 体 数※１

（Ｎ） の開梱数（ｎ） (kg）

１ ≧ １ １ ０．３ １

２ ≦ 50 ２ ０．５ １

51 ～ 500 ３ ０．５ １

501 ～ 3,200 ５ ０．５ １

≧ 3,201 ８ ０．５ １

３ ≦ 50 ３ １※２ １

51 ～ 150 ５ １※２ １

151 ～ 500 ８ １※２ １

501 ～ 3,200 １３ １※２ １

3,201 ～ 35,000 ２０ １※２ １

≧ 35,001 ３２ １※２ １

４ ≦ 150 ３ １※２ １

151 ～ 1,200 ５ １※２ １

≧ 1,201 ８ １※２ １

５ ≦ 150 ３ ０．５ １

151 ～ 1,200 ５ ０．５ １

≧ 1,201 ８ ０．５ １

６ ≦ 150 ６（３×２） １（0.5×２） ２

151 ～ 1,200 １０（５×２） １（0.5×２） ２

≧ 1,201 １６（８×２） １（0.5×２） ２

７ ≦ 150 ６（３×２） ２（１×２）※３ ２

151 ～ 1,200 １０（５×２） ２（１×２）※３ ２

≧ 1,201 １６（８×２） ２（１×２）※３ ２

８ ≦ 150 ３ １尾（ピース）を ３

151 ～ 1,200 ５ １検体として、各 ５

≧ 1,201 ８ カートンより１尾 ８

を採取する。※４

※１ 複数の検体について、１検体でも基準値を超える場合は違反とする。
※２ 乾燥えび、乾燥野菜、乾燥果実及び茶（抹茶を除く。）にあっては０．３とする。
※３ 乾燥えびにあっては０．３×２＝０．６とする。
※４ 活魚車等の輸送形態における検体採取については、１尾を１ロットとする。


